
川崎市感染症在宅療養患者等支援事業実施要綱

（目的）

第１条  この事業は、感染症の患者又は感染の疑いのある者であって、特別の

配慮を要する在宅療養者に対して必要な支援を提供し、もって適切な療養生

活の確保を図ることを目的とする。

（定義）

第２条  この要綱において「感染症在宅療養患者等」とは、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１０４号。以下

「感染症法」という。）第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症

及び同条第８項に規定する指定感染症の患者、並びに第４４条の３及び第５

０条の２の規定に基づき体温その他の健康状態について報告を求められてい

る者であって、在宅で療養している者をいう。

２  この要綱において「訪問看護」とは、看護師、保健師又は准看護師により

行われる健康状態の観察、療養上の相談及び療養上の世話をいう。

３  この要綱において「訪問介護」とは、介護福祉士又は介護保険法施行令（平

成１０年政令第４１２号）第３条に定める者により行われる日常生活上の世

話をいう。

４  この要綱において「療養生活支援」とは、療養生活に必要な医療機器、食

事、日用品等の提供をいう。

（提供主体）

第３条  訪問看護は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項

の規定による指定居宅サービス事業者（訪問看護に限る。）が提供するものと

する。

２  訪問介護は、介護保険法第４１条第１項の規定による指定居宅サービス事

業者、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平



成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定による指定障害福祉サービ

ス事業者が提供するものとする。

３  療養生活支援は、前２項に掲げる事業者又は市が提供するものとする。

（対象者）

第４条  本事業の対象者は、感染症在宅療養患者等のうち、自ら健康状態の観

察や報告を行うことが困難な者、又は療養上の世話や日常生活上の世話を必

要とする者であって、家族等による援助や介護保険法及びこれに類する法令

等によるサービスの提供を受けることができない者とする。

（実施方法）

第５条  市は、前条に規定する対象者が、訪問看護、訪問介護、療養生活支援

（以下「訪問看護等」という。）の提供を受けたときは、訪問看護を受けるた

めに要した費用（以下「訪問看護費」という。）、訪問介護を受けるために要

した費用（以下「訪問介護費」という。）、及び療養生活支援を受けるために

要した費用（以下「療養生活支援費」という。）を支給する。

（支給額）

第６条  前条の規定により支給する額は、別表のとおりとする。

（支給期間）

第７条  訪問看護費、訪問介護費及び療養生活支援費（以下「訪問看護費等」

という。）の支給期間は、申請のあった日から感染症在宅療養患者等でなくな

った日までの間で、市長が認める期間とする。

２  前項に規定する期間が終了した後において、特段の事情があると市長が認

める場合には、訪問看護費等を支給することができる。

（支給の申請）

第８条  訪問看護費等の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

感染症在宅療養患者等支援事業利用申請書（様式第１号。以下「申請書」と



いう。）を、その居住地を所管する保健所支所に提出しなければならない。

（支給決定）

第９条  保健所長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査

して支給の可否を決定し、申請者に対し、感染症在宅療養患者等支援事業利

用決定（却下）通知書（様式第２号）により通知する。

２  保健所長は、感染症在宅療養患者等が、やむを得ない事情により前条の申

請をすることが困難であると認めるときは、職権により訪問看護費等の支給

を決定することができる。この場合において、保健所長は、訪問看護費等の

支給の決定をしようとする者から、本事業の利用及び個人情報提供に関する

同意を得るよう努めなければならない。また、本項により訪問看護費等の支

給を決定したときは、その支給を受ける者に対し、感染症在宅療養患者等支

援事業利用決定（保健所決定）通知書（様式第３号）により通知する。

３  保健所長は、第３条第１項から第３項に規定する事業者（以下「事業者」

という。）が訪問看護等を提供することとして訪問看護費等の支給を決定し

たときは、当該訪問看護等を行う事業者に対し、感染症在宅療養患者等支援

事業実施通知書（様式第４号）を交付する。

（支給変更申請）

第１０条  訪問看護費等の支給決定を受けた者（以下「受給者」という。）で、

支給内容の変更をしようとする者は、感染症在宅療養患者等支援事業利用変

更申請書（様式第５号）を、その居住地を所管する保健所支所に提出しなけ

ればならない。

（支給変更決定）

第１１条  保健所長は、前項による申請があったときは、その内容を審査して

支給内容の変更可否を決定し、申請者に対し、感染症在宅療養患者等支援事

業利用変更決定（却下）通知書（様式第６号）により通知する。



２  保健所長は、感染症在宅療養患者等が、やむを得ない事情により前条の申

請をすることが困難であると認めるときは、職権により訪問看護費等の支給

内容を変更することができる。この場合において、保健所長は、訪問看護費

等の支給内容の変更をしようとする者から、当該変更について同意を得るよ

う努めなければならない。また、本項により訪問看護費等の支給内容を変更

したときは、その支給を受ける者に対し、感染症在宅療養患者等支援事業利

用変更決定（保健所決定）通知書（様式第７号）により通知する。

３  保健所長は、事業者が訪問看護等を提供することとして訪問看護費等の支

給内容を変更したときは、当該訪問看護等を行う事業者に対し、感染症在宅

療養患者等支援事業実施変更通知書（様式第８号）を交付する。

（実施状況の報告）

第１２条  訪問看護等を提供する事業者は、保健所長の指示に従い、訪問看護

等の実施状況を報告しなければならない。

（訪問看護費等の支給）

第１３条  市長は、支給決定を受けた感染症在宅療養患者等が、支給決定され

た訪問看護等を受けたときは、当該支給決定を受けた感染症在宅療養患者等

に対し、訪問看護費等を支給する。

２  支給決定を受けた感染症在宅療養患者等が、事業者から訪問看護等を受け

たときは、市長は、当該支給決定を受けた感染症在宅療養患者等に支払うべ

き訪問看護費等について、当該支給決定を受けた感染症在宅療養患者等に代

わり、当該訪問看護等を実施した事業者に支払うことができる。

３  前項の規定により支払があったときは、当該支給決定を受けた感染症在宅

療養患者等に対し、訪問看護費等の支給があったものとみなす。

４  訪問看護等を実施した事業者が、第２項により訪問看護等の費用を請求す

るときは、訪問看護等を実施した日から３０日以内に、感染症在宅療養患者



等支援事業実施報告書（様式第９号）及び請求書（様式第１０号）を市長に

提出するものとする。

５  支給決定を受けた感染症在宅療養患者等が、市から療養生活支援を受けた

ときは、感染症在宅療養患者等支援事業（療養生活支援）利用確認書（様式

第１１号）を保健所長に提出するものとする。

（その他）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、健

康福祉局長が別に定める。

附則

この要綱は、令和３年５月１０日から施行する。



別表

費  目 支援内容 支給額

訪問看護費１ 健康状態の観察及び療養生活

の相談

１回につき２０，０００円

訪問看護費２ 療養上の世話 １回につき２０，０００円

訪問看護費

開始時加算

訪問看護を開始するために要

する調整

感染症在宅療養患者等１人

につき５０，０００円

訪問看護費

特別加算

訪問看護を行った者が感染症

に感染した場合に要する調整

感染した者１人につき

１００，０００円

訪問介護費 日常生活上の世話 １回につき２０，０００円

訪問介護費

開始時加算

訪問介護を開始するために要

する調整

感染症在宅療養患者等１人

につき５０，０００円

訪問介護費

特別加算

訪問介護を行った者が感染症

に感染した場合に要する調整

感染した者１人につき

１００，０００円

療養生活支援

費

療養生活に必要な医療機器、

食事、日用品、移送等の提供

感染症在宅療養患者等１人

につき上限２０，０００円


